
専 決 処 分 書

令和元年度川口市一般会計補正予算について、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第１７９条第１項の規定により次のとおり専決処分する。

令和元年１０月２３日

川口市長 奥 ノ 木 信 夫



令和元年度川口市一般会計補正予算（第６号）

令和元年度川口市一般会計補正予算（第６号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２６４，４１３千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２１１，２２０，７８４千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。



歳　入

第１表 歳入歳出予算補正

款 項 補正前の額 補 正 額 計

20 繰越金 　   3,041,763 　     264,413 　   3,306,176

1 繰越金 　   3,041,763 　     264,413 　   3,306,176

歳 入 合 計 　 210,956,371 　     264,413 　 211,220,784

千円 千円 千円



歳　出

款 項 補正前の額 補 正 額 計

10 教育費 　  28,527,160 　     264,413 　  28,791,573

3 中学校費 　   2,938,610 　     264,413 　   3,203,023

歳 出 合 計 　 210,956,371 　     264,413 　 211,220,784

千円 千円 千円



１　総　括

（歳 入）

歳入歳出補正予算事項別明細書

款

千円 千円 千円

２０ 繰越金 　   3,041,763 　     264,413 　   3,306,176

　 210,956,371 　     264,413 　 211,220,784歳 入 合 計

補正前の額 補 正 額 計



（歳　出）

款

千円 千円 千円

国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
一 般 財 源

特 定 財 源

千円 千円 千円 千円

１０ 教育費 　  28,527,160 　     264,413 　  28,791,573 　           0 　           0 　     264,413　           0

　 210,956,371 　     264,413 　 211,220,784 　           0 　           0 　           0 　     264,413歳 出 合 計

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳



２０款　繰越金　　  １項　繰越金

補正前の額 補 正 額 計

２　歳　入

区 分

節

金 額
説 明

（単位：千円）

目

 1  1 前年度繰越金 　    264,413 前年度繰越金                                                   264,413繰越金 　  3,041,763 　    264,413 　  3,306,176

　  3,041,763 　    264,413 　  3,306,176計

２０款 繰越金



１０款　教育費　　  ３項　中学校費

３　歳　出

 4 学校建設費　    345,098　    264,413　    609,511      264,413 13 委託料 　    264,413 中学校夜間学級建設事業【教育総務課】地質調査委託料               264,413
　　　　　　　　　　　       264,413

　  2,938,610　    264,413　  3,203,023           0            0            0      264,413計

補正前の額 補　正　額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 特　　　定　　　財　　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他
一般財源 区　　分 金　　額

目　　の　　説　　明

（単位：千円）

節

１０款 教育費

説　　　　　　明


